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日本版フレキシキュリティ構築への課題 
――転職と多様な働き方を支援する労働市場政策―― 

藤川 恵子 リクルートワークス研究所・客員研究員 

先進諸外国よりも厳しい解雇規制や伝統的な長期雇用制度によって高い仕事の安定性が確保される一方，流動

性が低く硬直的であるため転職を阻む構造になっていると指摘される日本の労働市場に，EU で高い評価を受けて

いるフレキシキュリティ政策（高い柔軟性と高い安定性を兼ね備えた労働市場政策）を応用することはできるの

か。日本の労働市場が抱える問題点と将来的課題について，フレキシキュリティの観点から考察する。
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Ｉ．はじめに

日本の雇用制度には欧米諸国とは異なる特徴が

いくつかある。ひとつは「終身雇用」といい換え

られることがあるほどの長期雇用制度，ひとつは

学校卒業直後に正規労働者として採用されて定年

まで勤めることを予定した年功制度，そして，も

うひとつは労使協調色の濃い企業別組合，である。 
戦後の復興時から高度成長期にかけて，日本企

業はこれらの雇用制度を基幹として，長期安定成

長を支える社員の人材教育と人材開発を行った。

社員は会社に忠実に，かつ勤勉に働く代わりに，

余程のことがないかぎり辞めさせられることはな

いという安心感と，年齢と勤続年数に応じて賃金

が上がるという，曖昧で黙示的な保証を得た。

このような雇用制度では，学卒後に採用されて

定年まで勤めるという進路に進めば，安定的な雇

用が保障されることになるが，その進路から外れ

ると，軌道修正が難しい。また，高度成長期に大

手企業が想定していたコア労働者は男性で，多く

の場合，女性労働者は補助的な役割しか与えられ

ず，長期雇用が保障される進路には進めなかった。 
経済成長が続く間は，日本的雇用慣行が破綻す

ることはなかったが，バブル経済崩壊後の 1990
年代には，その脆弱性を露呈するに至った。つま

り，内部労働市場でのみ保障される仕事や身分は

外部労働市場に出ると価値や評価が下がり，一企

業でのキャリア進路はその企業と関連企業以外に

はつながっていないという事実が，雇用の悪化と

いう現実によってさらけ出されたのである。

景気悪化に加えて，少子高齢化への対応を迫ら

れた企業は，長期雇用制度を温存しつつも年功主

義を緩め，徐々に成果主義への移行を進めた。政

府は，経営側の強い意向と世界的なトレンドを受
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けて，労働市場の流動性と柔軟性を高めるために，

労働者派遣に関する規制を緩和した。景気の悪化，

雇用制度の変化，規制緩和，さらに，若年者の就

労意識の変化といったさまざまな要因により，非

正規労働者の数は大きく増加している。日本の労

働市場は，あたかも，柔軟性や流動性を非正規労

働力でのみ補おうとしているかのようである。

他方，ヨーロッパに目を向けると，EU レベル

の雇用政策や労働市場戦略に新しい動きがみられ

る。これは，一般にフレキシキュリティ戦略，あ

るいは，フレキシキュリティ・アプローチと呼ば

れている。フレキシキュリティ（"flexicurity"）と

は，英語で柔軟性を表す"flexibility"と，安定性や

保障を表す"security"を合わせた造語で，大まかに

いえば，労働環境や労働市場における柔軟性と安

定性の組み合わせを意味する（European 
Commission 2007a）。欧州議会は，2007年 11月

27日，より多くの，そして，より質の高い雇用を

促進することを目的として，柔軟性と安定性を組

み合わせた新しい労働政策の導入を推進するとい

う内容の，フレキシキュリティに関する共通原則

を採択した（European Parliament 2007）。 
フレキシキュリティ政策のモデルとなるのは，

1990年代半ば以降，奇跡的ともいえる高雇用・低

失業を実現しているデンマークだ。同国は，英米

並みの自由な解雇原則に，充実した福祉制度と積

極的労働市場政策を組み合わせ，柔軟な労働市場

と安定した雇用を調和させることに成功している。 
かつて，日本は，厳しい解雇制限によって労働

者を保護し，労働市場を規制することで労働市場

を健全な状態に保とうとしてきた。しかし，これ

までのアプローチが破綻した現在，新しいアプロ

ーチの採用を検討する段階にきているように思わ

れる。そのうえで，デンマークを典型例とするフ

レキシキュリティ戦略は，日本が柔軟な労働市場

と安定した雇用を目指すうえで，参考になろう。

本稿は，このような視点にたち，日本版フレキ

シキュリティ構築の可能性について検討を加えて

いきたい。まず，次章では，フレキシキュリティ

の概念と，デンマークを含めたEU におけるフレ

キシキュリティの発展を紹介する。そして，フレ

キシキュリティの観点から日本の労働市場の現状

を分析したあと（第 3 章），日本におけるフレキ

シキュリティ構築の実現可能性へと考察を進める

こととする（第 4章）。

Ⅱ．フレキシキュリティとは

Ⅱ-1．フレキシキュリティとは 

フレキシキュリティ（"flexicurity"）とは，柔軟

性という意味の英語"flexibility"と，保障または安

定性という意味の英語"security"を合わせた造語

である。フレキシキュリティという言葉の由来は，

1990 年代のオランダ労働市場改革にあるといわ

れる。1980年代に高失業と景気低迷を経験したオ

ランダは，減税，賃上げ要求の抑制，パートタイ

ム労働の奨励などによって景気回復と失業の改善

を実現した。そして，労働市場の柔軟性を高め，

低失業を維持するために導入されたのが 1999 年

1 月 1 日施行の柔軟性と保障法（The Flexibility 
and Security Act）である1。 
同法の特徴のひとつは，解雇予告期間を短縮し，

使用者による雇用契約の終了を容易にする一方で，

それまで無制限に認められていた有期雇用契約の

更新を制限したことである。かつてのオランダ労

働法は，正規労働者に対しては硬直的でありなが

ら，非正規労働者に対しては不安定で保障のない，

アンバランスな制度であったが，同法により労働

市場の柔軟性と安定性の調和を目指したのである

（Voss 2000）。
このオランダ立法のように，柔軟性

（Flexibility） と安定性（Security） という，

労働市場において対局の位置にあると考えられが

ちな 2つの概念の両立を目指すのが「フレキシキ

ュリティ（Flexicurity）」である2。しかし，これ

だけでは，「フレキシキュリティ」が何を意味する

のかが曖昧であるため，多くの研究者が定義づけ

を試み，現在では，以下に紹介するWilthagen and 
Rogowski（2002）やWilthagen and Tros（2003）
の定義がフレキシキュリティをもっとも的確に表
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すものとして紹介されている。この定義によると，

フレキシキュリティとは，共時的，かつ，周到な

方法で，労働市場，労働組織，労使関係の柔軟性

を拡大する一方，特に労働市場内外の弱い立場に

あるグループの安定性（雇用保障および社会保障）

の拡大を試みるもの，である。

そして，特定のフレキシキュリティ政策の柔軟

性と安定性を示すために作られたのがフレキシキ

ュリティ・マトリックス（図表 1）である。この

マトリックスは，柔軟性を①数量的柔軟性（転職，

レイオフ，有期契約労働や派遣労働を含む非典型

労働など数量的調整），②時間的柔軟性（所定労働

時間や時間外労働など労働時間による調整），③機

能的柔軟性（異動，配置転換，職務変更などによ

る社内人事の調整），④金銭的柔軟性（賃金や賞与

など報酬による調整）の 4つに，安定性・保障を

①仕事の保障（"job security"，労働者が同じ仕事

を維持することができるという保障），②雇用保障

（"employment security"，同じ仕事や同じ使用者

でなくても雇用を維持することができるという保

障），③収入・社会保障（失業時や傷病時に収入を

維持することができるという保障），④調和の保障

（職業生活と私生活のバランスを図る可能性）の

4 つに，それぞれ分類している。  
 また，欧州委員会は，フレキシキュリティ政策

の重要要素を，①柔軟かつ信頼できる契約の約定，

②包括的な生涯教育戦略，③効果的な積極的労働

市場政策3，④近代的な社会保障制度の 4つとして

いる（European Commission 2007a）。

図表 1 フレキシキュリティ・マトリックス 
仕事の
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出典：Bredgaard and Larsen (2007); Wilthagen and Tros (2003) 

次項では，バランスのとれたフレキシキュリテ

ィ政策を実行していると評価されているデンマー

クの事例を紹介する。

Ⅱ-2．デンマークの事例 

1990年代後半以降，デンマークの労働市場は黄

金期に入っているといわれる。2007年 11 月の失

業率は 3.3%（OECD 2008，図表 2参照），2006
年の就業率（15-64 歳）は76.9%（OECD 2007）
で，EU ではきわだって良好な雇用状況にある。 
好調な労働市場を支えるのは何か。ILO や

OECD は，それが柔軟性と安定性を融合させたユ

ニークなフレキシキュリティ政策だと分析する

（ Auer and Cazes 2003; OECD 2004; 
Bredgaard and Larsen 2007）。 
デンマークは 1993 年から積極的労働市場政策

を中心とする労働市場改革を実施しているが，こ

れが同国の伝統的な解雇・退職自由原則（柔軟性）

と充実した社会保障・失業給付制度（安定性）の

もとに効果を発揮したといわれ（Andersen and 
Svarer 2007; 日本総研 2007; 労働政策研究・研

修機構 2007a），これら 3 つの特徴はゴールデ

ン・トライアングルと表される（図表 3）。
デンマークにおける解雇・退職自由原則の歴史

は古い。1899 年の労使協定，いわゆる「9月の和

解（September Compromise）」によって，使用

者は随意雇用の権利を獲得し，それ以降，デンマ

ークの解雇規制はほとんど存在しない状態が続い

ている（Bredgaard and Larsen 2007）。国際的に

みた雇用保護法制のレベルは，アングロサクソン

諸国に近い（図表 4）。また，手厚い失業給付制度

も，同時期に起源をもつ。デンマークの失業給付

制度は，ゲントシステム（Ghent System）とよ

ばれるフィンランドやスウェーデンと同様の制度

を基本とし，1969年に現在の形となった。失業者

に対する失業給付は失業保険基金を通じて行われ，

その財源は所得税とあわせて納付される労働市場

負担金の一部で，2005 年現在の負担割合は個人所
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得の 8%である（労働政策研究・研修機構 2007a）。
失業給付期間は 4年だが，この期間に職に就けな

かった場合は，福祉給付を受けることができる。

興味深いのは企業には拠出義務がなく，費用が不

足した場合は政府が補助するという点で，これも

デンマーク企業の採用・解雇費用を低く抑える要

因になっている（Bredgaard and Larsen 2007）。 
デンマーク型フレキシキュリティの最大の特徴

ともいえるのは，1993年と 1994年に採用された

大規模な積極的労働市場政策で，その概要は次の

とおりである。①離職後の無活動期間を9カ月（29
歳以下の若年失業者と 60 歳以上の高齢失業者は

6 カ月）とし，その後の活性化期間を 3年とする。

失業者は無活動の期間に失業手当を受給する，②

個々の長期失業者への支援を各失業者のニーズに

合わせたものとする，③政策の実施は地方ニーズ

に適合するようにプログラムを調整する，④職務

訓練制度と失業給付の関連を断ち切る（木村

2003; OECD 2007）。 
通常，失業者は，失業登録から 1カ月以内に個

別カウンセリングを受け，3 カ月毎に公共職安の

カウンセラーと面談しなければならない。アクシ

ョンプランが始まるのは通常，失業から9 カ月後

だが（若年者と高齢者は 6 カ月），失業者は最初

の活動オファーを受けた後，6 カ月毎にプログラ

ムに参加することが義務づけられる。また，失業

給付受給から2 年半を経過した失業者は，失業給

付を受ける残りの期間（1年半），積極的求職活動

を含む積極的労働市場プログラムに参加しなけれ

ば，受給資格を失う（OECD 2007）。なお，実際

に積極的施策に参加した失業者の割合は失業期間

が長くなるにつれ高くなり，2年以上では 95%を

超える（図表5）。 
デンマークは，失業者向けの教育訓練制度や在

職者向けの教育訓練，および生涯教育にも力を入

れており，求職者や労働者が特定企業だけでなく，

外部労働市場で活用できるスキルを習得する制度

設計を実現している。

 このような充実した積極的労働市場政策は

OECD からも高く評価されているが（OECD 

2004），その分，労働市場政策にかかる費用は膨

大だ。GDP 比でみると，デンマークの労働市場

政策支出割合は OECD 最高の 4.26%，そのうち

積極的施策の割合も 1.74%で OECD 最高である

（2005 年度の数値については図表 6 を参照，支

出内訳については図表 7を参照）。 
 高い柔軟性・流動性と高い安定性を両立させて

いるデンマークの労働市場の特徴はゴールデン・

トライアングルだけでない。社会的パートナーの

役割が大きく，組織率が非常に高いという点

（2005年は 78.5%，Eironline 2005）と，中小企

業が支配的に多いという点を指摘しておく必要が

ある。高い組織率はセーフティネットの充実化に

貢献する。他方，中小企業が多ければ，仕事の保

障度が低くなる分，転職率が上がり，労働市場の

流動性が増す（Bredgaard and Larsen 2007）。つ
まり，デンマークのフレキシキュリティ政策を支

えているのは，1990年代に始まった労働市場改革

だけでなく，長い歴史のある労使関係や企業構造

といった社会的背景もあるのである。したがって，

デンマークのフレキシキュリティ政策が，あらゆ

る国の労働市場を活性化させる万能薬となる可能

性は低いといわざるをえない。

しかし，大規模な積極的労働市場政策を中心と

するフレキシキュリティ政策が失業者の就労化や

労働市場の活性化に貢献するという事実は広く認

められており（European Foundation 2007），EU
では，デンマークをモデルとしつつも各国の状況

に対応したフレキシキュリティ戦略が導入されて

いる。次項では，この動きについて紹介する。

図表2 デンマークの失業率推移（%）
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図表 4 雇用保護法制の国際比較 
余剰解雇

厳格性

個別解雇

厳格性

加重平均

厳格性

デンマーク 3.88 1.42 1.83 
アメリカ 2.88 0.21 0.65 
イギリス（GB） 2.88 0.75 1.10 
ドイツ 3.75 2.21 2.47 
フランス 2.13 3.05 2.89 

図表 3 デンマークのゴールデン・トライアング

ル

注：2003年時点の余剰解雇，個別解雇，加重平均別雇用保護法制

の厳格性を示している。

出典：Ilsoe (2007)引用のOECD Statistics による。 

図表 5 デンマークにおける失業期間別 
積極的施策への参加割合（2006 年中間） 

失業期間 参加割合

0-3カ月 8.5% 
3-6カ月 23.8% 
6-9カ月 49.0% 
9-12カ月 68.8% 
1-2年 88.9% 
2-3年 95.9% 
3-4年 98.5% 
4年超 99.5% 

出典：Andersen and Svarer (2007) 

出典：OECD (2007) 

図表 6 労働市場政策に対する主要国の支出割合（対GDP 比，%，2005 年度） 
アメリカ イギリスUK ドイツ フランス デンマーク 日本

１．公共雇用サービスとその運営 0.03 0.38 0.35 0.24 0.31 0.19 
２．訓練 0.05 0.09 0.25 0.29 0.51 0.04 
３．雇用インセンティブ - 0.01 0.05 0.13 0.45 0.02 
４．障害者雇用促進 0.03 0.01 0.13 0.07 0.48 - 
５．直接的雇用創出 0.01 - 0.10 0.18 - - 
６．起業支援 - - 0.09 - - - 
７．非就労時の収入維持・支援 0.24 0.19 2.30 1.57 1.83 0.44 
８．早期退職 - - 0.05 0.06 0.68 - 
積極的施策小計（１－６） 0.13 0.49 0.97 0.90 1.74 0.25 
消極的施策小計（７－８） 0.24 0.19 2.35 1.62 2.51 0.43 
合計 0.38 0.68 3.32 2.52 4.26 0.68 

出典：OECD (2007) 

図表 7 デンマーク労働市場施策における公的支出と参加者比率（2000 会計年度） 
プログラム 公的支出の割合GDP比 労働力人口に占める参加者比率 

1 公共職安サービスと行政 0.12 
2 労働市場訓練 0.86 15.90 
 a) 失業者成人向け・リスクの高い人向け訓練 0.67 5.76 
 b) 雇用されている成人向け訓練 0.19 10.15 
3 若年向け施策 0.10 1.83 
 a) 失業者および不利な立場にある若年者向け施策 0.10 1.83 
 b) 徒弟制および一般若年者訓練サポート - - 
4 助成雇用 0.17 0.82 
 a) 民間部門での常用雇用への助成 0.02 0.20 
 b) 起業を始める失業者へのサポート - - 
 c) 直接的な雇用創出（公共・非営利） 0.15 0.62 
5 障害者向け施策 0.34 2.58 
 a) 職業リハビリ 0.34 2.58 
 b) 障害者のための労働 - - 
6 失業補償 1.37 19.61 
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7 労働市場要因による早期退職 1.67 0.98 
合計 4.63 41.72 
積極的政策（1-5：参加者比率については2-5） 1.58 21.13 
消極的政策（6・7） 3.04 20.59 

出典：OECD (2004) 

Ⅱ-3．EU におけるフレキシキュリティの発展 

EUにおけるフレキシキュリティ政策推進の動

きは 2006 年に始まった。その前年，欧州委員会

はEUリスボン戦略を経済成長と雇用拡大をいっ

そう強化する内容に修正し，同戦略の目標を達成

するためには，EU全体の雇用の安定と労働市場

の柔軟性を同時に高める新たな方法が必要である

と い う 共 通 認 識 に も と づ き （ European 
Commission 2005）4，2006 年春の欧州理事会で

フレキシキュリティに関するコミュニケーション

を採択した。その後，フレキシキュリティ戦略に

関する重要な会議が複数回行われた後，2007 年

11 月 29 日にフレキシキュリティに関する共通原

則の決議が欧州議会で採択された（European 
Council 2007）。このとき採択された共通原則は

次の 8項目である。 
① フレキシキュリティは，EU リスボン戦略の

実施を促進し，より多くより良い仕事を創出し，

労働市場を近代化し，適応性，雇用，社会的連帯

を向上させるための，新しい柔軟性と安定性の形

により良い仕事を促進する手段である。

② フレキシキュリティは，柔軟かつ信頼できる

契約の約定，包括的な生涯学習戦略，効果的な積

極的労働市場政策，近代的で適切，かつ持続可能

な社会保護制度を慎重に組み合わせたものである。 
③フレキシキュリティ・アプローチは，ひとつの

労働市場モデルや職業生活モデルではなく，ある

いはひとつの政策戦略でもない。フレキシキュリ

ティ・アプローチは，各加盟国の状況に合わせて

調整されるべきである。フレキシキュリティは全

関係者の権利と義務の均衡を意味する。同共通原

則にもとづき，各加盟国が独自のフレキシキュリ

ティの取決めを策定する。進捗状況は効率的に監

視される。

④ フレキシキュリティは，分断を克服するため

の，より開放的で，敏感かつ包括的な労働市場を

促進するべきであり，仕事に就いている者および

就いていない者の両方に関係するものである。労

働市場に参加していない者，失業者，闇就労者，

不安定雇用に就いている者，労働市場の周辺にい

る者に対して，より良い機会，経済インセンティ

ブ，就労化や安定的で法的に守られた雇用への異

動を支援する手段を提供する必要がある。雇用に

就いている者すべてが，雇用を維持し，職場内の

昇進や転職により前進できるような支援を行う。

⑤ 職場内の昇進および外部労働市場のフレキシ

キュリティは等しく重要であり，ともに促進され

るべきである。契約上の柔軟性は仕事から仕事へ

の安定した異動を伴わなければならない。昇進，

および，失業や労働市場不参加状態から就労への

異動を促進する必要がある。高い質で生産的な職

場，良好な職場組織，スキルの継続的な向上も不

可欠である。社会保護は，転職や新規雇用へのア

クセスへのインセンティブと支援を与えるもので

ある。

⑥ フレキシキュリティは，質の高い雇用へのア

クセスを男女双方に均等に推進し，仕事，家庭，

私生活の調和を図れる手段を提供することで，男

女平等を支援する。

⑦ フレキシキュリティは，すべての利害関係者

間の信頼の環境と幅広い対話を要求し，すべての

利害関係者が社会的均衡のとれた政策への転換に

責任をもてるようにする。公共機関が全体的な責

任を果たす一方，社会的パートナーが社会対話と

労働協約を通してフレキシキュリティ政策の設計

と実施に関与することが重要である。

⑧ フレキシキュリティには，費用効果的な財源

の分配が必要で，適切かつ財政的に持続可能な公

的予算の維持も必要である。また，コストと利益
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の公平な分配を目指し，中小企業の状況にも注意

を払う必要がある。

そして，同決議は欧州委員会に対して，以下の

2 点を要請している（European Council 2007）。 
① （フレキシキュリティ政策に関する）雇用委

員会と社会保護委員会の共通見解の全容を十分に

考慮し，加盟国が調和のとれたアプローチの実施

に向けて良好な状況を確保するのに必要な措置を

講じること。

② 労働市場の利害関係者が共通原則導入を推進

することができるようヨーロッパ社会的パートナ

ーと密接に協力しつつ公的なイニシアティブを開

始し，フレキシキュリティ市民としての自覚，フ

レキシキュリティの根本的理論，主要要素，意義

の認識を高め，この点に関する行動を欧州理事会

に常に知らせること。

また，EU におけるフレキシキュリティ政策の

推進に先行する，あるいは同時進行する形で，複

数の加盟国がフレキシキュリティ・アプローチを

導入しはじめている。

たとえば，オーストリアは 2003 年に退職手当

に関する新法を導入している。これは「バックパ

ック原則」とよばれ，同じ使用者のもとで 2カ月

以上雇用された労働者が退職手当の権利を取得す

る制度である。2003 年以前は 3 年以上の雇用期

間がなければ退職手当の権利を得られなかったが，

新法のもとでは資格取得期間が大幅に短縮され，

転職した場合でも権利の移転が可能となった

（Hofer 2006, Klec 2007）。オーストリアは 1990
年代後半から仕事の保障から雇用保障への転換を

図る政策を実施しており，退職手当の制度改革も

その一環である（Hofer, 2006, Klec 2007）。 
一方，スペインは伝統的に有期契約労働者の多

い国として知られるが，2006年，政府と社会的パ

ートナー間で期間の定めのない雇用を促進する施

策を導入する合意に達した。合意内容は，同じ使

用者と 2 回以上の有期契約を締結し，30 カ月中

24 カ月を超えて同一職務に就いている労働者は

自動的に期間の定めのない雇用の権利を獲得する

というものである。労働者の安定性を強化する一

方，期間の定めのない雇用の労働者を解雇する際

に要求される法定退職手当を縮小し，使用者側の

負担も軽減している（Wilthagen 2007）。 
このようにEUでは，フレキシキュリティ政策

の導入がすでに始まっているが，その動きは日本

でも大きな注目を集め，調査研究が進んでいる5。

次章以降では，フレキシキュリティ政策が日本の

労働市場に応用可能かどうかを検討する。まず，

第3章でフレキシキュリティの観点から日本の労

働市場の現状を考察し，弱点と将来的な課題をあ

きらかにし，第 4章でフレキシキュリティの応用

可能性について論じていくこととする。

Ⅲ． フレキシキュリティの観点からみた日

本の労働市場

Ⅲ-1．柔軟性（フレキシビリティ） 

これまで，日本の労働市場は国際的に比較して

柔軟性に欠けるといわれてきた。冒頭で述べた新

規学卒一括採用や年功制を基本とする長期雇用制

度は内部労働市場にとどまる労働者の安定性を高

める反面，内部から外部労働市場へ飛び出す機会

を制限する。学校卒業直後に就職した会社を辞め

たくても，年功制を軸とする賃金体系のもとでは，

会社を変わるによって労働条件が悪化する可能性

が高いため，転職を思いとどまる労働者が多く，

その傾向は労働者の年齢の上昇とともに高くなっ

ている。

しかし，1990年代以降，日本の労働市場は様相

を変えつつある。たとえば，たとえば，イギリス・

エコノミスト誌は，最近の日本の労働市場につい

て次のように記述している。

「昔はほとんど見られなかった中堅社員の転職

は，もはや珍しいものではなくなった。厳しい年

功制は成果主義制度に取って代わられつつある。

非正規労働者数は増加しているが，これは日本企

業が自社の正規労働者の終身雇用制度を支えよう

としている努力を反映している。」（The 
Economist, December 1 2007, 9-11） 
このような海外からの指摘はほかにもある。
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Bredgaard and Larsen (2007)は，終身雇用制度

がうまくいっていた時代には，内部労働市場の金

銭的柔軟性（賃金カットなど），時間的柔軟性（労

働時間の削減など），機能的柔軟性（転籍・出向な

どの人事異動や昇進・昇格）を活用することで，

企業は必要な柔軟性を確保することができたが，

バブル崩壊後に不況が長引いたため，外部労働市

場の数量的柔軟性に頼らざるを得なくなり，パー

トタイム労働者，契約労働者，派遣労働者といっ

た非正規労働者の利用が増加したと，的を射た分

析をしている。

総務省統計局の労働力調査を時系列でみると，

パート・アルバイト，契約社員・嘱託，派遣労働

者等の非正規雇用者の人数と割合はともに上昇し

ているが，その傾向は特に 1990 年代後半から顕

著である（図表 8）。2006 年は，雇用者の 3 割弱

が非正規雇用者という状況だ。なかでもきわだっ

ているのが派遣労働者数の増加だが，これは，労

働者派遣法の大幅な規制緩和があったから可能と

なったといえる。1985 年に制定された労働者派遣

法（1986年施行）は，当初，専門的な13業務に

限定して派遣業を認めていたが，数回の改正を経

て 1999 年には，港湾運送，建設，警備，製造，

医療関係，弁護士や税理士の業務などを除いて，

対象業務を原則自由化した6。さらに 2004 年に，

製造業務への派遣7も解禁したため，ここ数年の間

に派遣労働者数は爆発的に増加した（厚生労働省

2007）。また，1990年代以降の，製造分野を中心

とする業務請負の拡大も数量的柔軟性の向上に貢

献しているとみられる（木村 2006）。 
外部の数量的柔軟性を最大限に利用することで，

企業は景気サイクルに応じた人材の調整を図れる

ようになったが，その結果，正規労働者と非正規

労働者間の賃金格差が以前にも増して浮き彫りに

なった（図表9 参照）8。 
最後に，転職率の推移を確認しておきたい。

1990年以降の転職率をみると，パート・アルバイ

トは96年から98年にかけて上昇した後はほぼ横

ばいだが，正規労働者の転職率はほとんど変化し

ていない（図表 10）。非正規雇用の割合が上昇し

たため，労働市場の流動化が進んだような印象を

受けるが，実態は必ずしもそうではないのである。 
フレキシキュリティ・マトリックスに示される

柔軟性は，主として企業の視点にたった要素であ

る。労働市場には，労働者，求職者，失業者とい

う人材も対等な主体として存在するということを

考慮にいれなければならない。実際に働く者から

すれば，転職をしても待遇面で不利にならず，雇

用形態の転換が容易になる環境が整わなければ，

柔軟な労働市場とはいえないだろう。

図表 8 雇用形態別雇用者数の推移 
（単位：万人，%） 

注1）資料出所は，総務省統計局『労働力特別調査』（2月調査）（1984年～2001年），『労働力調査（詳細結果）』（1～3月平均）（2002年

～2006年） 
２）（ ）内は役員を除く雇用者に対する割合。

３）2002年に「パート・アルバイト」の数が減少し，「労働者派遣事業所の派遣社員，契約社員・嘱託，その他」が大きく増加している

理由として，「労働力調査（詳細結果）」の調査票の選択肢が2001年以前の「労働力調査特別調査」の調査票の選択肢と異なることが影響

している可能性がある。

出典：厚生労働省（2007a） 

8



Works Review Vol.3(2008) ,196-209

図表 9 各雇用形態の雇用者の生涯賃金 

注1）厚生労働省『2005（平成17）年賃金構造基本統計調査』を

もととする。

２）年齢階層別の賃金を各階層の中央の年齢層が代表するとみな

し，その間を直線補完とした。

出典：内閣府（2006） 

図表 10 男女・雇用形態別転職率 

出典：内閣府（2006） 

Ⅲ-2．安定性（セキュリティ） 

 新卒一括採用，長期雇用制度，企業別組合とい

う日本型雇用制度は，労働者に雇用保障をもたら

したといわれてきた。しかし，ここにいう労働者

というのは主として，大企業に雇用されている男

性の正規労働者である。この範疇に属さない労働

者，特に非正規雇用に就く労働者は，日本型雇用

制度の恩恵をほとんど受けていない。また，雇用

保障というのはあくまでも，同じ使用者のもとで

勤め続けられるという意味での，いわば「狭義の」

雇用保障，あるいは，仕事の保障（job security）
である。

保障という観点からみた，日本型雇用制度の大

きな弱点は，同じ仕事や同じ使用者でなくても雇

用を維持することができるという保障，つまり，

「広義の」雇用保障（employment security）を，

すべての労働者に確保できない点だ9。伝統的に厳

しい解雇制限も，労働者が同じ使用者のもとでの

雇用を不当に終了させられないことを目的として

おり，自発的または非自発的に離職した労働者が

次の雇用に就くことを保障するためのものではな

い10。

近年，企業の多くは成果主義的な人事制度を導

入しており，従来の年功制は影を潜めつつある11。

一方，正規労働者を定年まで雇用するという姿勢

の企業は依然として大勢を占めており，終身雇用

制度の崩壊はいまのところ確認できない12。つま

り，正規労働者に限定していえば，年齢や年功と

ともに自動的に賃金が上がり，昇進するというこ

とは期待できなくなっているものの，雇用の安定

性は確保されているということだろうか。

しかし，非正規労働者にはこのような雇用の安

定感はない。労働政策研究・研修機構が 2005 年

に行った調査では，非正規労働者の 4割弱が「自

分の雇用の安定性に不安を感じる」と回答してい

る（労働政策研究・研修機構 2005）13。 
 非正規雇用の拡大は，特に若年者において深刻

である。いわゆる「フリーター」や「ニート」の

数はやや減少傾向にあるとはいえ，2006 年の数字

でそれぞれ 187 万人，62 万人と依然として多い

（総務省統計局 2007）14。この状況を憂慮した政

府は，2007 年度に，フリーター25 万人常用雇用

化プランをかかげ，ヤングワークプラザ，ハロー

ワーク，ジョブカフェにおける就職支援やトライ

アル雇用を通して，フリーター数を 2010（平成

22）年までにピーク時の 8割である 174万人まで

に減少させる目標をたてた（再チャレンジ担当室

2007）。実際に，トライアル雇用による就職支援

を通して常用雇用に就いた人数は約 3.4 万人，常

用雇用移行率は 79.6%と，まずまずの成果を上げ

ているようにみえる（再チャレンジ 2007）。しか

し，雇用先に関する詳細データがなく，就職者の

追跡調査も行われていないため，実際的な制度評

価は困難だ。

再チャレンジ支援施策は，「失敗しても何度でも

チャレンジができる社会」を目指すと謳っている。

だが，現在の日本の労働市場では，学校卒業時の

景気や，短期的なスパンでみた学歴によって，就
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職先が決まり，就職後は「やり直し」がききにく

い状況にある。学卒後にフリーターを経験した者

が，大手企業に正規労働者として雇用される道は

非常に険しく，それは年齢の上昇とともにさらに

困難になる。短期決戦的な就職活動で勝ち組と負

け組が分かれるのではなく，政府が目指すような

「何度でもチャレンジができる」労働市場にする

ためには，大手企業の募集採用に対する視点の転

換が不可欠だが，それと同時に，雇用形態の転換

が容易で，努力をした者が，自ら希望する雇用に

就ける公正かつ柔軟な労働市場を形成するための

政策を実行していく必要がある。

では，日本がまず着手しなければならない策は

何なのか。筆者は，積極的労働市場政策の強化，

とりわけ，能力開発と職業教育訓練の強化が重要

なのではないかと考える。以下では，この点につ

いて検討を進め，日本版フレキシキュリティ構築

の可能性について論じる。

Ⅳ． 柔軟性と安定性をともに高めるために

――積極的労働市場政策の再評価と職業

教育訓練制度の改革――

Ⅳ-1．積極的労働市場政策の再評価 

 日本の労働市場の柔軟性と安定性を高めるため

には何が必要なのか。労働者の視点から考えてみ

ると，ある雇用形態から別の雇用形態への移行が

容易なこと，また，転職の際も，同等以上の雇用

条件で会社を変われることが，柔軟性と安定性の

要件となろう。そのためには，労働者や求職者が

常にスキル向上や能力開発を図り，外部労働市場

での市場価値を維持し，高められる制度を作る必

要がある。積極的労働市場政策の重要性はまさに

ここにある。失業者や非正規労働者といった労働

市場で不利な立場にある人を含むあらゆる労働者

や求職者が，本人の適性や市場の要請に合致する

職業教育訓練や生涯教育の機会を得て，長期的な

エンプロイアビリティを確保できるようにするの

が積極的労働市場政策の主目的のひとつだといえ

るからだ。とはいえ，日本の積極的労働市場政策

にかける支出は GDP 比 0.25%と，EU 諸国と比

較して著しく低く（2005 年度の数値，図表 6），
EU 並に支出を高めるのは現段階では非現実であ

るといわざるをえない。しかし，若年雇用問題を

はじめとする現代的課題に対処するためには，積

極的労働市場政策を再評価する価値は十分にあり，

たとえ GDP 支出比を大幅にあげることはできな

いとしても，よりコストパフォーマンスの高い施

策への転換を図っていくのが重要である。

Ⅳ-2．日本の職業教育訓練の現状 

労働者のスキルや能力が，会社，業種，雇用形

態が変わっても活かせるもので，外部労働市場が

それらを正しく評価することができるならば，転

職は容易になり，労働市場の流動性と柔軟性は高

められる。そして，ひいては雇用保障の向上にも

つながると期待される15。

 そこで，ここでは日本の職業教育訓練制度につ

いて考えてみたい。

日本の職業教育訓練は，各企業における OJT
を中心としているため，勤める企業によって労働

者が習得する技能，技術，知識にばらつきがある。

大企業では比較的充実した社員研修や能力開発を

行っているが，中小企業では大規模な研修を行う

金銭的・時間的費用や施設がないのが現状だ。ま

た，各企業の訓練内容は，その企業内のニーズに

主眼を置いたもので，特定企業や特定産業を離れ

ると，活かされることはあまりない。ある企業で

の教育訓練が外部労働市場で評価されにくいこと

が，転職を阻み，労働市場の流動化を妨げるひと

つの要因になっている可能性は否定できない。さ

らに，非正規労働者の教育訓練機会は非常に限定

されており，スキルアップが図りにくく，そのた

めにキャリアアップのうえでも不利になっている。 
 では，公共職業訓練制度はどうか。実は，日本

は公共職業訓練に莫大な予算を割り当てている。

公共職業訓練業務は独立行政法人雇用・能力開発

機構が中心的に実施しているが，同機構の全体予

算は 2007 年度の一般勘定で約 1272 億円（雇用能
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力開発機構 2007）にも上る。 
日本は多くの公共職業訓練施設を設置しており，

職業能力開発大学校や職業能力開発短期大学校と

いう主に高校卒業者を対象とする高度職業訓練施

設から，中学校または高校卒業者を対象に普通職

業訓練を提供する職業能力開発校，在職労働者や

離転職者等を対象とする職業能力開発促進センタ

ーなど，現在，8 種類 284 カ所の施設がある（図

表 11）。また，このほかに，民間教育訓練機関が

委託して行っている職業訓練もある。実際に公共

職業訓練を受けたのは，2006年度の実績で，離職

者 17 万人，在職者 14 万人，学卒者 3 万人の計

34万人である（厚生労働省 2007c）。 
莫大な予算を割り当て，数多くの施設を整備し

ている割には，公共職業訓練に対する認知度は低

い。公共職業訓練の手続きは公共職業安定所が公

共職業紹介や失業保険業務とともに一元的に行っ

ているが，公共職業訓練の制度やアクセスが利用

者にわかりづらい構造になっている。誰が，どの

ような職業訓練が受けられ，どのような技能・技

術が習得でき，どのような就職メリットがあるの

か，といった基本情報すら，よほど積極的に調べ

ないと，労働者にはわからない。

政府は，2004 年度から，企業実習と一体となっ

た教育訓練を行うことにより職業人を育成する日

本版デュアルシステムを実施している。しかし，

受講者，企業のそれぞれにとって，どのようなメ

リットがあるのかは不明であり，学校側が学生に

進路の選択肢として位置づける仕組みにもなって

いないと指摘されている（日本版デュアルシステ

ム研究会 2005）。
日本は，かつては，訓練施設を建設して，いわ

ゆる「ハコモノ型」訓練主体で公的な職業能力開

発を実施してきた。この方法には，国が自ら建設

費を投じるためにコストがかさむという欠点があ

るうえに，適切な予算管理が行われていなかった

という実態があきらかになり，公共職業訓練制度

の抜本的な改革の必要性が訴えられている。しか

し，政府は，改革に本格的に着手することもなく，

労働市場の現況に応じて，応急処置的な新制度を

次々に導入している。それが，利用者にとっては，

ますますわかりづらい，利用しづらい構造になっ

ている。また，これまで職業訓練施策に対する実

証的評価も行っていないため，各職業訓練の効果

や効率性を含めて，各施策の品質がどの程度なの

かもわからない。利用者ニーズに対応した効果的

な職業訓練を実施するためには，定期的な実証分

析を行う必要がある16。

Ⅳ-3．デンマークの成人向け職業訓練制度 

労働市場の柔軟性と安定性の向上を目指した公

共職業訓練制度を構築するうえで参考になるのは，

デンマークの成人向け職業訓練制度である。デン

マークでは 1950 年代後半に成人向け職業訓練制

度を導入しているが，2000 年に生涯学習に重点を

置いた成人向け職業教育訓練にシフトした

（Danish MOE 2002）。AMUプログラムといわ

れるこの制度は，企業，労働市場，個人のニーズ

と要請に合わせて職業スキルの維持・向上ができ

る機会を提供するもので，対象となるのはあらゆ

るスキルレベルの在職者，失業者，労働市場で不

利な立場にあり，特別な訓練を必要とする者（長

期失業者，移民，難民など）だが，参加者の大多

数は在職者である（Danish MOE 2002）17。 

図表 11 公共職業能力開発施設 

出典：厚生労働省（2007c） 
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AMU の職業訓練プログラムに参加する者は，

あらかじめそれぞれの目的と資格に応じて作成し

てもらった訓練計画にもとづき，訓練指導と職業

訓練を受ける。訓練の期間は通常 1日から 6週間

までだが，1 年という長期間のものもある。訓練

の内容は特定業種のみに対応しているものから，

産業横断的なものまでさまざまだ。2001 年時点の

AMU の職業訓練施設数は，142 カ所だが，その

他に職業大学などでも同様の訓練を提供している

（Danish MOE 2002）。2005 年には，61万 7000
人がAMU職業訓練センターのコースを受講して

いるが，同国の人口（541 万人，2005 年）や就業

者数（277 万人，2005 年）と比較すると，いかに

多くの人が職業訓練を受けているかがわかる（図

表 12）。また，AMU の全プログラムは共通の品

質保証システムの対象になっており，参加者が目

的通りのスキルと資格を受け，当該スキルが参加

者，企業，労働市場の要請に合致していることが，

品質保証の条件となっている。各訓練施設が，イ

ンターネットベースの評価ツールによって訓練内

容の査定を受けることも義務づけられている

（Danish MOE 2002）。 
デンマークの品質の高い成人向けの職業訓練制

度は，社会人のスキル向上に対する意欲を高め，

また，各個人の「失業をしても他の仕事に就ける

という自信」を強め，さらには，それが労働市場

の流動化に貢献していると推察できる。

図表 12 AMU 職業訓練センター受講者数 
（2005 年） 

コース 受講者数（人）

教育関連 16,708 
商業・事務 183,149 
建設 37,136 
鉄鋼 72,843 
他の技術・製造関連 74,882 
サービス 33,144 
食品産業・家政関連 38,195 
運輸 95,775 
その他 65,605 
合計 617,437 
出典：Statistics Denmark (2007) 

デンマークの職業訓練制度を輸入するかどうか

はともかく，多くの人が利用しやすく，わかりや

すい職業訓練制度が，流動的で柔軟な労働市場を

構築するうえで重要な役割を果たしているのは確

かである。

Ⅴ．むすびにかえて 

政府は，2008 年 4 月からジョブ・カード制度

という新しい制度を開始する。この制度は，イギ

リスのNVQ（全国職業資格）を参考とした職業能

力開発制度で，対象者が企業や教育機関等で実践

的な職業訓練を受けて，修了証を発行してもらい，

就職活動などに活用することを目的としている。

ジョブ・カードは，求職者のうち発行を希望する

ものが受けられるが，特にフリーター，子育て終

了後の女性，母子家庭の母親など職業能力形成機

会に恵まれない者を職業能力形成プログラムの対

象としている。政府は，3年間で 20万人，5年間

で 40万人の利用を見込み，初年度となる 2008年

度は，174 億円の予算を計上して同制度の普及推

進をするという（厚生労働省 2008; ジョブ・カー

ド 2007）18。すでに実施している日本版デュアル

システムと合わせて，職業能力形成プログラムを

充実化して，求職者の就職活動を支援するという

構想だ。

もっとも，懸念材料は少なくない。ひとつは，

欧米とは異なり，職務に対する認識の低い日本で，

職業能力の評価基準を確立するのは容易ではない

という点だ。NVQ がイギリスでおおむね成功し

ているのは，労働者と企業双方の職務に対する意

識が高く，職種が確立しているという土壌がある

からだと思われる。

だが，何よりも最大の不安要素は，ここ数年に

導入されたさまざまな制度を整理することなく新

しい制度を導入すれば，利用者がますます混乱す

るのではないかという点である。それでは，コス

トパフォーマンスの点でも期待できないだろう。

日本版フレキシキュリティの構築に向けての第

一歩は，客観的な実証評価にもとづいて，職業教
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育訓練制度を含めた現行の労働市場政策を整理・

統合することであると思う。

政府は，労働者派遣法等の規制緩和のために非

正規労働者が増加し，雇用形態間の格差が拡大し

たという批判を受けて，非正規雇用の正規化に力

を入れようとしている。しかし，格差拡大の背景

には，企業規模による賃金格差，あるいは，地域

格差があるという事実も無視するわけにはいかな

い。正規労働者間にも格差は存在するのである。 

また，労働市場で不利な立場にある人たちの就

職先が，十分な待遇を確保できないような会社で

は，たとえそれが正規雇用であっても安定雇用で

はない。正規雇用を促進することだけが，雇用の

安定性を高める手段だとはいえないのである。

労働市場の流動化を促すためには，就労形態に

かかわらず，あらゆる労働者や求職者が特定の企

業内や産業内だけでなく，広い範囲で応用可能な

スキルを習得できる職業訓練制度の構築と，再就

職，転職，雇用形態の転換を含む労働市場の異動

を促進していくための労働市場整備が求められて

いる。

 そして，そこから，日本版フレキシキュリティ

構築への道が開かれていくのではないだろうか。

注 

1 柔軟性と保障法導入以前のオランダ労働市場の概況については，

正木・前田（2003）を参照。 
2 オランダ法により注目されたフレキシキュリティ制度であるが，

デンマークでも，フレキシキュリティの考えにもとづく制度がすで

に導入されていた。デンマークのケースはフレキシキュリティの成

功事例としてEU，OECDやILOでも高く評価されるだけでなく，

我が国やアメリカでも注目を集めている。デンマークについては，

次項で詳しく紹介する。
3 積極的労働市場政策は，一般的には消極的労働市場政策に対応す

る概念であり，各国の状況によって表現，重点，具体的な手法は異

なるが，求職者の活動を支援するための再訓練，コミュニティ内で

の一時的雇用，助成雇用，自営支援，総合的雇用サービスなどが含

まれる（Fretwell, Benus and O’Leary 1999）。また，欧州諸国の

多くは生涯教育も積極的労働市場政策の一部として採用している。
4 EUリスボン戦略は，2000年3月にリスボン欧州理事会において

合意に達した「より多くより良い雇用とより強い社会的連帯を確保

しつつ，持続的な経済発展を達成しうる，世界で最も競争力があり，

かつ力強い知識経済社会を構築する」という10年間におよぶ長期

間のEU経済社会改革目標である。詳細については，田中（2005）
を参照。
5 たとえば，財務省財務総合政策研究所は，多様な就業形態に対す

る支援のあり方研究会を 2005 年 10 月に立ち上げ，若年者を中心

とする就業問題や，就業後の能力開発・プロフェッショナル人材の

育成に焦点を置いた研究を行ったが，その報告書のなかでデンマー

クのフレキシキュリティ成功例の考察を行っている（PRI 2006;
木原・山崎・柵山・平川 2006）。その他，内閣府（2007）や労働

政策研究・研修機構（2007b）でも，デンマークの事例を紹介して

いる。
6  専門性の高い26業務の派遣期間は制限なし（ただし，3年を越

える同一場所，同一業務の継続派遣の場合，派遣先が同じ業務の労

働者を雇い入れるときは，派遣労働者への雇用契約申込みの義務が

生じる），それ以外の業務の派遣期間は最高3年（ただし，派遣期

間を超えた場合，派遣先への雇用を希望する派遣労働者に対して，

雇用契約申し込みの義務が生じる）。
7 製造業務への派遣受入期間は，2007年2月末日までは１年以内

だったが，2007年3月から，最高3年まで受入が可能となった（労

働者派遣法第40条の2の第2項）。 
8 特に若年層の雇用状況は厳しく，失業率や非正規雇用率は他の年

齢層よりも高い。また，フリーターからの離脱は困難になっており，

中年以降も非正規雇用者に留まる確率も高い（内閣府 2006）。 
9 フレキシキュリティ・マトリックス上にある，収入・社会保障，

および，調和の保障については，ページ数の都合上，本稿では論じ

ないこととする。
10 判例法により，整理解雇にあたっては，①人員削減の必要性，

②解雇回避の必要性，③整理基準と選定の合理性，④解雇手続きの

妥当性，の四要件を満たすことが必要とされている。
11 2004年に実施された日本能率協会の調査によると，回答企業の

8 割以上が成果主義的な人事制度を導入している（日本能率協会 
2005）。
12 労働政策研究・研修機構が2003年に行った調査では，88.5%の

企業が「原則として正社員を定年まで雇用する」と回答している（労

働政策研究・研修機構 2003）。 
13 同調査（人口減少社会における人事戦略と職業意識に関する調

査）は，労働政策研究・研修機構が，全国の企業１万社とそこで働

く労働者 10 万人を対象に，2004 年 12 月から 05 年１月にかけ

て実施したもの（有効回答率12.4%）。本文にいう非正規労働者（調

査上は非正規従業員）とは，契約社員，臨時的雇用者，パートタイ

マー，派遣労働者，職場内の請負社員を合わせた者で，回答者数は

合計1309人。そのうち，自分の雇用の安定性に不安を感じると回

答した者は512人（複数回答）。
14 フリーターの定義は，15-34歳で，男性は卒業者，女性は卒業者

で未婚の者とし，①雇用者のうち勤め先における呼称が「パート」

または「アルバイト」である者，②完全失業者のうち探している仕

事の形態が「パート・アルバイト」の者，③非労働力人口のうち希

望する仕事の形態が「パート・アルバイト」で，家事・通学等して

いない者，の合計（総務省統計局 2007）。ニートの定義は，15-34
歳で，非労働力人口のうち，家事も通学もしていない者（総務省統

計局 2007）。 
15 収入保障という点では，日本の失業給付制度は，手厚いとはい

えないかもしれない。しかし，多くのヨーロッパ諸国が導入してい

る失業給付終了後の福祉手当への移行という制度には，モラルハザ

ードという観点から，また，日本の社会背景という観点から，導入

は難しいと思われる。
16 この点については，アメリカの職業訓練に関する実証分析につ

いて考察した黒沢（2001）が詳しい。
17 2001年の数字では，成人向け職業訓練プログラム参加者の92%
が在職者（Danish MOE 2002）。
18 キャノンは，2008年3月からジョブ・カード制度にもとづく職

業訓練プログラムを開始することをあきらかにしている。募集は

30 人で，6 カ所の事業所で半年間の訓練を実施する予定。期間中

は本人と雇用契約を結び，賃金は月額約15万5000円（『朝日新聞』

2008.2.1朝刊）。 
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